
 

  令和８年６月改定 

登校時に支障をきたす大雨・暴風警報等の対応について 

 

※ 警報等は気象庁の情報をご確認ください。⇒ 気象庁｜警報・注意報 

 

１  午前６時の段階で 

神奈川県東部に次のいずれかが発令されている場合「自宅待機」となります 

 

（１） 「レベル３大雨警報」と「暴風警報」が同時に発令されている場合 

 

（２） 各警戒レベル（大雨・洪水・土砂災害・高潮）のうち「レベル４」以上が発令さ

れている場合 

 

（３） 「大雪警報」が発令されている場合 

 

２ 午前９時の段階で 

 

警報が解除された場合は 12 時 35 分までに登校し、第４時限目からの授業を行います。 

 

引き続き神奈川県東部に次のいずれかが発令されている場合「臨時休校」となります。 

 

（１） 「レベル３大雨警報」と「暴風警報」が同時に発令されている場合 

 

（２） 各警戒レベル（大雨・洪水・土砂災害・高潮）のうち「レベル４」以上が発令さ

れている場合 

 

（３） 「大雪警報」が発令されている場合 

 

３ 登校時に上記の警報等が発令された場合 

 

（１） 自宅にいる場合は「自宅待機」。 

 

（２） 登校中である場合は、各自で判断して「帰宅」あるいは「登校」。 

 

※ 基本的には上記の基準で対応します。ただし、状況により学校長の判断で通常授業を

行う場合があります。 

https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=japan&area_code=010000&timeline_efilter=all&timeline_lfilter=all

